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第4期第8回 羽村駅西口土地区画整理審議会 議事録  

 

午後1時　開会 

○会　長（黒木　中君）　皆さん、こんにちは。本日の審議会は、第4期第8回目の開

催になります。審議会委員の皆様におかれましては、御多忙中のところ、平日にも

かかわらず日程を調整いただきまして、ありがとうございます。 

さて、本日の議題ですが、審議会委員の皆様から御意見を伺う事項としまして、

羽村大橋周辺における換地設計の変更並びに道路等の公共施設の整備を進めるため

の仮換地の指定に関する事項について、施行者から諮問がございます。 

次に報告事項としまして、施行者限りで行う換地設計の軽微な変更について、施

行者より報告がございます。これらの諮問事項および報告事項につきましては、仮

換地指定に関する個人情報を含む資料により、施行者から説明をいただいたうえで、

委員の皆様には、御審議をいただくことになります。これまでの審議会に引き続き、

非公開会議として進めさせていただきます。また、皆様には、効率的な審議に御協

力をいただき、円滑な会議の進行に努めたいと考えております。よろしくお願いい

たします。 

それでは、ただいまから、第4期第8回福生都市計画事業羽村駅西口土地区画整理

審議会を開催いたします。はじめに、本日の会議の成立について、事務局より報告

をお願いします。 

○区画整理課長（乙津正実君）　会長、区画整理課長です。 

○会　長（黒木　中君）　区画整理課長。 

○区画整理課長（乙津正実君）　はい、本日の出席委員は10人であります。土地区画

整理法第62条第3項に規定する審議会委員の出席が過半数に達しておりますので、本

会議が成立することを報告いたします。以上です。 

 
1 日時 令和5年6月8日（木）午後1時00分～午後3時30分

 
2 場所 羽村市役所西庁舎　5階　委員会室 

 
3 出席者

会長 黒木中、会長代理 柳修、委員 武政健太郎、秋山法、 

中村幸夫、小宮國暉、野﨑清代、石川寿明、清田敏雄、神屋敷和子

 
4 欠席者 なし

 

5 議題

(1)福生都市計画事業羽村駅西口土地区画整理事業施行地区内の宅地 

に係る換地設計の変更について 

(2)福生都市計画事業羽村駅西口土地区画整理事業施行地区内の宅地 

に係る仮換地の指定について
 

6 会議の区分 非公開

 
7 傍聴者 非公開会議につきなし
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○会　長（黒木　中君）　ありがとうございます。 

次に議事録署名委員の指名ですが、本日の署名委員は、議席番号7番の野﨑清代委

員と議席番号8番の石川寿明委員にお願いしたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

【異議なし】 

それでは、会議に入ります。はじめに、橋本市長より御挨拶をいただきたいと思

います。よろしくお願いいたします。 

○市　長（橋本弘山君）　会長、市長です。 

○会　長（黒木　中君）　市長。 

○市　長（橋本弘山君）　改めまして、こんにちは。会長のお許しをいただき、開会

に先立ちまして、一言御挨拶を申し上げます。委員の皆様には、日頃より、羽村駅

西口土地区画整理事業の実施に当たりまして、御理解と御協力を賜り厚くお礼を申

し上げます。また、本日、第8回土地区画整理審議会を開催いたしましたところ、お

忙しい中、御出席を賜り重ねてお礼を申し上げます。 

さて、本事業の進捗状況ですが、川崎四丁目周辺、羽東二丁目周辺については、

新しい区画道路が整備され、権利者の皆様へ、順次、土地をお返しすることができ

ており、生活再建へ向けた動きが出てきております。 

現在、移転にご協力いただき、仮住まいをされている方々に、一日も早く土地を

お返しできるよう整備を進めているところでございます。 

引き続き、移転工事等の計画的な実施には、関係権利者の皆様の御理解、御協力

が極めて大切と考えておりますので、今後も丁寧な対応に努めてまいります。 

本日の審議会でございますが、羽村大橋周辺における、計画的な事業の実施に向

けた、換地設計の変更について、御意見をお伺いするものであります。また、仮換

地の指定を行うため、土地区画整理法第98条第3項の規定により、本審議会に御意見

をお伺いするものであります。 

また、報告事項といたしまして、関係権利者から相続等による換地の分筆に関す

る換地変更願の提出がありましたので、換地設計の軽微な変更につきまして、御報

告をさせていただきます。 

今回の諮問事項につきましては、現在、羽村駅西口地区の都市基盤整備に関する

基本方針に基づく検討作業を行っているさなかであります。既に移転され、仮換地

先での新たな土地利用を待たれている方、本年度に移転対象となります権利者の方

にとりまして、大変に重要な内容となります。説明をお聴き取りいただいたうえで、

御審議のほどよろしくお願いいたします。今後とも、持続可能なまちづくりの推進

への御理解と御協力を重ねてお願いし、挨拶とさせていただきます。どうぞよろし

くお願いいたします。 

○会　長（黒木　中君）　ありがとうございました。それでは、本日の議題に入りま

す。議題については、資料に沿って審議を行います。初めに、議題1の、諮問第27号
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福生都市計画事業羽村駅西口土地区画整理事業施行地区内の宅地に係る換地設計の

変更について、施行者より説明をお願いいたします。 

○市　長（橋本弘山君）　会長、市長です。 

○会　長（黒木　中君）　市長。 

○市　長（橋本弘山君）　はい。それでは諮問第27号福生都市計画事業羽村駅西口土

地区画整理事業施行地区内の宅地に係る換地設計の変更につきまして、御説明を申

し上げます。 

　　本案は、福生都市計画事業羽村駅西口土地区画整理事業施行地区内の一部の宅地

について、換地設計の変更を行うに当たり、本審議会の御意見を伺うものでありま

す。なお、詳細につきましては、区画整理課主幹より説明いたしますので、お聴き

取り願います。以上です。 

○区画整理課主幹（大南重行君）　会長、区画整理課主幹です。 

○会　長（黒木　中君）　区画整理課主幹。 

○区画整理課主幹（大南重行君）　はい。それでは諮問第27号福生都市計画事業羽村

駅西口土地区画整理事業施行地区内の宅地に係る換地設計の変更について、御説明

させていただきます。 

本日の仮換地の指定諮問については、令和5年度以降における移転予定の権利者に

対する、3件の仮換地指定を諮問するもので、換地設計の変更が伴います。 

なお、変更概要については、参考資料「換地変更概要図」により、御説明いたし

ます。そのうえで、諮問内容について、資料1「換地設計変更調書」に基づき、順次、

御説明をさせていただきます。 

それでは、参考資料「換地変更概要図」をご覧願います。前方のスクリーンに、

同様の概要図を映しておりますので、見やすいほうで御確認願います。 

表紙を1枚おめくり下さい。換地変更概要図により、変更の経過並びに変更概要に

ついて、御説明いたします。 

今回の換地変更につきましては、羽村大橋東詰における関係権利者との移転協議

の状況を踏まえ、長期中断権利者の解消および都市計画道路3・4・12号線の早期整

備に向け、換地変更を行うものでございます。対象権利者は、

氏の換地変更、 氏の換地変更、

氏の換地変更の3件となります。なお、当該変更

に伴う残地については、市有地を活用して入れ替えを行っております。それでは、

図面または前方のスクリーンをご覧ください。 

当該図面の見方については、左上の図面が変更前の状況を示しております。右上

の図面が変更後の状況となります。左下の凡例は、換地変更となる権利者3人と市有

地の従前地と換地先を図示しております。 

それでは、関係権利者について、説明させていただきます。まず、 氏につい
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ては、灰色で着色した箇所が従前地となり、換地先は、矢印で示す先の黒色の画地

となります。 氏においては、

。 

次に 氏につきましては、青色で着色した箇所が従前地となり、仮換地先は、

矢印で示す先の青色の画地となります。 氏は 。

換地先が整備済みであるため、仮住まい期間等の中断期間を抑制することができま

す。 

そのほか、移転が完了しますと、 氏の従前地が換地対象となる他の権利者の

長期中断期間が解消できます。 

次に、 氏となります。赤色で着色した箇所が従前地となり、仮換地先は、矢

印で示す先の赤色の画地になります。 氏は、

から、市といたしましても、長期中断の解消に向け、関係権利者と調

整を進めてまいりました。今回の変更で、長期中断が解消され、仮換地先での再建

が可能となります。この変更により、長期中断権利者の仮住まい期間等の短縮が図

れること、あわせて、都市計画道路3・4・12号線の早期整備に寄与する換地変更を

行うものでございます。 

市として、総合的な視点に立ち、今回の変更を行うことといたしました。 

以上、中断期間や、仮住まい期間の短縮など、関係権利者の負担軽減に繋がるも

のと捉えてございます。 

続きまして、資料1「換地設計変更調書」の御説明をさせていただきます。1ペー

ジをご覧ください。表の見方は、左側に変更前の仮換地情報を記載し、右側に変更

後の仮換地情報を記載しております。　　　　　　　　　 

変更する箇所は、参考資料「換地変更概要図」で御説明した箇所と市有地を含め、

変更前6画地に対し変更後5画地となります。このうち、市有地の変更後2画地につい

ては、今回の仮換地指定からは除外しております。 

続きまして、2ページの図面1-1になります。換地設計変更箇所図を御確認願いま

す。こちらは、換地変更前の換地設計変更箇所図となります。図面右下の青く着色

している箇所の番号と換地設計変更調書の変更前の番号が一致してございます。

街区に1件1画地、 街区4件5画地が対象となります。 

続きまして、3ページ目の図面1-2、4ページの図面1-3、こちらは、 街区と

街区の変更前の換地設計図となります。御確認ください。以上が変更前の換地設計

情報となります。 

続きまして、これに対し、変更後の図面となります。5ページの図面2-1、換地設

計変更箇所図を御確認願います。こちらは、換地変更後の換地設計変更箇所図とな

ります。変更前と同様に図面右下の青く着色している箇所の番号と換地設計変更調

書の変更後の番号が一致してございます。 街区に1件1画地、 街区に4件4画地



5 

 

が対象となります。 

続きまして、6ページ目の図面2-2、7ページ目の図面2-3、こちらにつきましては、

街区と 街区の変更後の換地設計図となります。御確認いただければと思いま

す。以上が変更後の換地設計情報となります。 

恐れ入りますが、本日お配りしました換地変更対象図をご覧ください。同様の資

料をスクリ－ンに映してございます。 

この換地変更対象図は、換地設計変更調書と換地設計図、変更前、変更後を1つに

まとめたものにございます。こちらで御説明させていただきます。 

調書の見方については、前回と同様に、仮換地の変更経過を示しております。左

が変更前の換地設計の情報、右側が変更後の情報となります。変更前 街区の1番か

ら、変更後の 街区の1番、こちらの 氏については、記載のとおり、当該変更

に伴う換地地積、減歩率の変更はなく、位置形状のみでの変更となります。 

続きまして、変更前 街区の2番から、変更後の 街区の2番の 氏につい

ては、記載のとおり、当該変更に伴う換地地積、減歩率の変更はなく、位置形状の

みの変更となります。 

続きまして、変更前 街区の1番から、変更後の 街区の3番、こちらの

氏については、記載のとおり、角地から普通地となる今回の変更に伴い、換地地積、

減歩率に若干の変動がございます。面積増加分につきましては、市有地を減じるこ

とで、調整しております。今回変更対象となる権利者と羽村市以外の権利者への影

響はございません。 

以上が、諮問第27号福生都市計画事業、羽村駅西口土地区画整理事業施行地区内

の宅地に係る換地設計の変更についての説明となります。以上です。 

○会　長（黒木　中君）　ありがとうございました。本日の会議の進め方ですが、ま

ず、挙手によって御質問を先にお伺いします。質問が終わりましたら、議席番号順

に各委員の皆様から御意見をお伺いし、最後に会長代理より御意見をお伺いすると

いう方法とします。御異議ありますでしょうか。 

○委　員（野﨑清代君）　すみません、質問は一度しかできないのでしょうか。 

○会　長（黒木　中君）　そんなことはないと思いますが、できるだけ簡潔にお願い

いたします。それではそのような方法で進めさせていただきます。 

　　冒頭、事務局から御案内がありましたとおり、本日は出席者全員の机にマイクが

設置されております。御発言に際しましては、着席のまま、マイクを使用していた

だきますようお願いいたします。 

　　なお、繰り返しになりますが、円滑な会議の進行に努めなければなりませんので、

御質問、御回答とも、要点をまとめ、簡潔にお願いいたします。 

　　御質問については、今回の議案に関係のある内容としてください。議案に関係の

ない御質問、御意見については、途中であっても中断させていただきますので、御
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了承ください。委員の皆様におかれましては、御質問と御意見を整理して御発言い

ただきますようお願いいたします。 

　　それでは、諮問第27福生都市計画事業羽村駅西口土地区画整理事業施行地区内の

宅地に係る換地設計の変更につきまして、御質問のある方は、挙手をお願いいたし

ます。 

○会　長（黒木　中君）　7番、野﨑委員。 

○委　員（野﨑清代君）　質問が5つございます。要点を会長さんにお渡ししておきた

いと思います。 

　　質問の1番ですが、今の御説明で分からなかったところなのですけれども さん

と さんと さんという3人の方が、対象になっているようなのです。この中で、

具体的に現在仮住まい、長期中断という言葉があったのですけれども、現在仮住ま

いしているかどうかということがよく分からなかったので、そういう方がいらっし

ゃるのかどうか。 

それから、もし仮住まいしていなければ、直接移転ということが可能なのではな

いかと思うのですが、直接移転できる方がその中でいらっしゃるのかどうか。 

それともう一つ、他の権利者という方が絡んでいるようなのです。その他の権利

者という方が、 さんだったか、 さんだったかの移転によって長期中断が解

消できるというお話がありまして、ということはその方は仮住まい中なのかどうか。

あるいは直接移転できるのかどうかということが、一つ目の質問になります。 

○会　長（黒木　中君）　よろしいですか。私の方で今の御質問の内容を事前にいた

だきましたので、一つずつやった方が論点がはっきりすると思います。最初の御質

問分かりましたか。変更前の番号の中で、現在仮住まい中の方がいるのかどうかと

いう御質問でよろしいでしょうか。 

○委　員（野﨑清代君）　はい。 

○会　長（黒木　中君）　現在仮住まい中の方がいるかどうかというところをお答え

いただければ。 

○区画整理課事業係長（山﨑信介君）　会長、区画整理課係長。 

○会　長（黒木　中君）　はい。区画整理課係長。 

○区画整理課事業係長（山﨑信介君）　仮住まいの方はいらっしゃいます。以上です。 

○会　長（黒木　中君）　どなたでしょう。 

○区画整理課事業係長（山﨑信介君）　 さんでございます。 

○会　長（黒木　中君）　よろしいですか。 

○委　員（野﨑清代君）　はい。 

○会　長（黒木　中君）　直接移転できる方がいるかというのが次の質問です。 

○区画整理課事業係長（山﨑信介君）　2つ目の直接移転が可能かということですけれ

ども、仮換地先が空いていますので、物理的には可能かと思います。 
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○委　員（野﨑清代君）　どなたが可能になりますでしょうか。 

○区画整理課事業係長（山﨑信介君）　 さんになります。 

部分的に可能なのが さんになりまして、従前地と仮換地先が重なっておりま

して、部分的に従前地と重ならない部分がございます。そこに建築するという場合

であると、直接移転は検討できるかと思います。以上です。 

○委　員（野﨑清代君）　 さんはできるのですか。 

○会　長（黒木　中君）　もう さんは1回移っているから、直接移転という言葉は

使わないということです。その次の質問もう一度お願いします。 

○委　員（野﨑清代君）　 さんが直接移転は可能ということで伺ったのですが、

現在 さんがお住まいの場所に、他の権利者の方が来るというお話、他の権利者

の長期中断が短縮できるというお話なので、その方は現在仮住まい中なのかどうか。 

○区画整理課事業係長（山﨑信介君）　会長、区画整理課係長。 

○会　長（黒木　中君）　はい。区画整理課係長。 

○区画整理課事業係長（山﨑信介君）　いま、正面のスクリーンに図面を映し出して

いますけれども、お手元の資料、換地変更概要図にございます。位置関係でいきま

すと、 さんの位置は、右上のほうの青い部分が従前地でございまして、こちら

先ほど御説明したとおり、 。 さんが移転したの

ち、ここのところ、他の方の換地先になっておりまして、その方がいま

。中断期間が抑制できて、

さんが移転することによって仮換地先が整備できるということになります。以上

です。 

○会　長（黒木　中君）　よろしいですか。 

○委　員（野﨑清代君）　はい。 

○会　長（黒木　中君）　もう一つありましたね。 

○委　員（野﨑清代君）　もう一つあるのですけれども、今の件は、質問1については。 

○会　長（黒木　中君）　よろしいですか。 

○委　員（野﨑清代君）　はい。 

○会　長（黒木　中君）　では、質問2を続けてお願いします。 

○委　員（野﨑清代君）　2つ目は、昨日市役所に行きまして質問をなげてありますが、

いわゆる水道道路と呼んでいる道路がございまして、 の

諮問になっております。水道道路は家が建てられないとか、道路や公園として残さ

ないといけないとか、何か制約があると聞いてはいるのです。図面上、道路が残っ

ているわけで、これがなければまた違った図面も作れたと思うのです。残さなけれ

ばいけないというのは、法律上の扱いとか、その水道道路の必要性とか、あるいは、

下に水道管があることによって、後に工事をしなければいけないとか、何か危険性

もあるかもしれません。それから保守点検とか、そういうこともあるかもしれませ
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んし、破損した場合の修理、色んなことが想像できるのです。これがよく分からな

いままなので、例えばそれを知らずに換地先の権利者と水道道路に面した時に、そ

の方が急に目の前で工事が始まった、水道工事だと言われたら、びっくりするので

はないか。そう思うのです。この道路はこういう位置付けです、ということを予め

説明しておく。たとえば、この道路の特性です。法律上のものもあるし、それから

具体的に地下構造とか、今後の工事とか、色んなことがあるのですが、その部分が

分からないので、教えていただきたいと思いまして、昨日、質問をした次第です。 

○区画整理課事業係長（山﨑信介君）　会長、区画整理課係長。 

○会　長（黒木　中君）　はい。区画整理課係長。 

○区画整理課事業係長（山﨑信介君）　いま野﨑委員から御質問があった件ですけれ

ども、導水管の用地のところの道路のことを言っているのかと思います。本地区内

を通過する導水路は、東京都水道局が管理する、東京都の主要水源の一つでありま

す。一級河川多摩川から山口貯水池および村山貯水池へ水の供給源の管理施設とし

て東京都の水道局が所有、管理する用地であります。概ねこの付近の地上部から約

14メートル程度深い位置に、管路が埋設しております。このことから当該施設の廃

止というのは基本的に望ましくないものです。本事業における、当該施設用地の取

扱いについては、現状のまま確保していくことで、東京都と覚書を取り交わしてお

ります。 

これにつきましては、本事業計画においても、土地区画整理法第95条第1項該当地

として処理する旨を定めております。換地設計基準の第12、法第95条の規定に基づ

く措置として、第1期の本土地区画整理審議会においてその位置、地積等に特別の考

慮をすることができる宅地として、平成19年10月18日付議案第3号に諮問し、同年11

月5日付で答申第4号として同意を得ております。 

このことから、この用地を改変して、他のものに充てるという行為はできないと

いうことでございまして、この導水管が埋設されている東京都の用地の上空部分を

道路として占用させていただいて整備しているということでございます。 

先ほど水道の工事に関する発言がありましたけれども、あくまでも東京都の主要

水源の導水路ということでございます。通常の一般の権利者宅へ水道を供給するの

は、道路整備した、地下80センチメートルから1メートルくらいのところに給排水施

設を設置して、宅内に供給していくという水道工事がまた別途ありますけれども当

然これも占用していくということでございます。 

関係権利者の皆様、基本的にはこの水道用地の付近にもともと土地があった方も

おられますし、換地によってこちらに来られた方もいらっしゃいます。当然この周

辺の方はこの導水管用地のことは承知されておりますし、換地の説明等でも説明を

しているところになります。以上でございます。 

○会　長（黒木　中君）　よろしいですか。　 
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○委　員（野﨑清代君）　東京都のものだということはよく分かったのですけれども、

単純な疑問としては、安全な土地であれば買い取って、もっと区画整理の図面とし

て、不自然な道路じゃないものが出来たのだろうなというのが1つ。 

○会　長（黒木　中君）　それは御意見ですか。質問をお願いします。 

○委　員（野﨑清代君）　ということですと、この道路を買い取ることができなかっ

たということになりますでしょうか。 

○区画整理課事業係長（山﨑信介君）　会長、区画整理課係長です。 

○会　長（黒木　中君）　区画整理課係長。 

○区画整理課事業係長（山﨑信介君）　繰り返しになりますけれども、こちらの導水

管路の用地につきましては、東京都の主要水源の1つとして、水を皆さんに配水して

いくための元となる本管の水道施設になります。そこを改変することには馴染まな

いということでございます。以上です。 

○会　長（黒木　中君）　よろしいですか。 

○委　員（野﨑清代君）　はい。では少なくとも危険性はないということでよろしい

ですか。 

○区画整理課事業係長（山﨑信介君）　会長、区画整理課係長です。 

○会　長（黒木　中君）　区画整理課係長。 

○区画整理課事業係長（山﨑信介君）　導水管路につきましては、東京都が管理する

水道施設になります。羽村市として施設管理のことに対する回答をすることは困難

でありますけれども、鋼管による耐震化は施されていると聞いております。以上で

す。 

○委　員（野﨑清代君）　はい。では質問の次に移ります。今回出てきているこの資

料はどなたがお作りしているものなのでしょうか。 

○会　長（黒木　中君）　今の質問にお答えいただけますか。 

○区画整理課事業係長（山﨑信介君）　会長、区画整理課係長です。 

○会　長（黒木　中君）　はい。区画整理課係長。 

○区画整理課事業係長（山﨑信介君）　羽村市が作成しているものでございまして、

部分的に専門的な調書を作成するといったところについては委託先である都市づく

り公社にお願いをして、作成をしていただいております。以上です。 

○委　員（野﨑清代君）　大部分は羽村市が作成しているということでよろしいでし

ょうか。 

○区画整理課事業係長（山﨑信介君）　会長、区画整理課係長です。 

○会　長（黒木　中君）　はい。区画整理課係長。　　　　　　　　　　　　 

○区画整理課事業係長（山﨑信介君）　作成というのは、図面を作るだとか、数値を

計算するだとか、作業も含めますと、公社に委託しております。公社にお願いして

作っていただき、それを確認して、必要な部分、補足する部分等は市で追加、補足
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をしたうえで、資料を作成しているものでございます。以上です。 

○会　長（黒木　中君）　よろしいですか。 

○委　員（野﨑清代君）　ということは、この図面や資料はすべて区画整理部で保管

しているということでしょうか。 

○区画整理課事業係長（山﨑信介君）　会長、区画整理課係長です。 

○会　長（黒木　中君）　はい。区画整理課係長。 

○区画整理課事業係長（山﨑信介君）　まちづくり部区画整理課で、ある一定期間は

保管しております。以上です。 

○委　員（野﨑清代君）　区画整理はまだ具体的には始まったばかりですけれども、

平成25年に仮換地指定した時点の計算書などは、全部羽村市が保管しているのでし

ょうか。 

○区画整理課事業係長（山﨑信介君）　会長、区画整理課係長です。 

○会　長（黒木　中君）　はい。区画整理課係長。 

○区画整理課事業係長（山﨑信介君）　平成25年度に仮換地指定した情報については、

仮換地指定1件していたかと思います。記憶が定かではないので、申し訳ございませ

んけれども、仮換地指定していれば、仮換地情報として保管しております。以上で

す。 

○委　員（野﨑清代君）　平成25年に2次案として一度設計図を出していますよね。こ

の時の計算書などは全部保管しているのでしょうか。 

○区画整理課事業係長（山﨑信介君）　会長、区画整理課係長です。 

○会　長（黒木　中君）　はい。区画整理課係長。 

○区画整理課事業係長（山﨑信介君）　25年8月に決定した換地設計の基本的な資料に

ついては、市として保管しております。以上です。 

○委　員（野﨑清代君）　なんでこのような質問をしたかと言いますと、今回、平成

25年8月に決まったものを、変更しますということになっていましたので、平成25年

の時の計算書を見せてくれとお願いしましたら、取り寄せなければならない、とい

うことだったのです。羽村市にはなかったのです。ですので、これはどのように保

管しているのかということをお尋ねしているのです。 

○会　長（黒木　中君）　いまの御質問ですか。どこに、具体的に保管しているかと

いうことです。 

○委　員（野﨑清代君）　羽村市にはないと伺って、取り寄せると言ったのです。 

○区画整理課事業係長（山﨑信介君）　会長、区画整理課係長です。 

○会　長（黒木　中君）　はい。区画整理課係長。 

○区画整理課事業係長（山﨑信介君）　基本的にバックデータとしては、市として保

管しております。委員の皆様に見やすいように資料を出力するなど、そういったこ

とをお願いしているので、取り寄せているという表現でございます。以上でござい
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ます。 

○会　長（黒木　中君）　よろしいですか。 

○委　員（野﨑清代君）　4番目の質問に移らせていただきます。このようにして主に

都市づくり公社の方に委託したものが、市が作っているということですが、この資

料に間違いがないのかということは、羽村市の職員の方は最後まで点検できるので

しょうか。 

○区画整理課事業係長（山﨑信介君）　会長、区画整理課係長でございます。 

○会　長（黒木　中君）　はい。区画整理課係長。 

○区画整理課事業係長（山﨑信介君）　これまでも、審議会にお出しする資料につき

ましては、市としてもダブルチェックをかけたうえで、資料として作成しています。

事前確認資料を用意するなど、そういった形でしっかり確認したうえで、作成して

いるものになります。以上です。 

○委　員（野﨑清代君）　では質問の5に移らせていただきます。初めにまず今回、私

が一番最後に入りましたので、よく分からないことも多いのですが、立候補する際

にも、公平性が確認できなければ、仮換地案には反対しますよと公約しております。

換地や減歩、清算金に関する公平性が今のところ確認できないという状況にありま

して、毎回質問しているのです。これまでも何度も羽村駅西口区画整理事務所に通

っておりますが、まだ努力が足りないかもしれませんが公平性は確認できません。

何度も通っております。それから、この間審議会委員の方の中で、公平性を確認し

たことがある方はいますかと質問しましたら、評価員が決めたかたちで評価してい

るものは、いわゆる公平なのだろうという御意見や、換地設計基準のことだと思い

ますが、この基準はこの審議会の中で提案されたもので基準を決めているので公平

であるとか。公平になっているかどうか、これは一番大事なことだと思います。た

だ私たちは施行者に信じて任せているわけですので、それだけはしっかりやってい

ただきたい、こんなような意見をいただいたのです。委員としては公平性を直接確

認できるシステムがないということで、羽村市を信じるしかないということでもあ

ると思うのです。公平性については、失礼なのですけど、平成12年に羽村駅西口地

区、区画整理を促進する土地権利者の会の設立というものがありまして、この会に

は現在でも補助金が出ているというわけです。これは市民として、公平に扱われて

いる気がしません。ですので、このような状況の中で、公平性がきちっと分かるか

たちにしていただかないと、納得できないのではないかと思います。最終的に納得

できない方が出てくると、とん挫するのではないでしょうか。 

それは置いておいて、質問です。区画整理の責任がある方にお尋ねしますが、市

の業務として、減歩や換地、清算金に関して、公平性を確認する仕組みはどのよう

になっていますでしょうか。 

○区画整理課事業係長（山﨑信介君）　会長、区画整理課係長です。 
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○会　長（黒木　中君）　はい。区画整理課係長。 

○区画整理課事業係長（山﨑信介君）　いまひとつ野﨑委員がおっしゃる公平性とい

うものが何を指しているのかというのが私も受け止めきれない中でのご回答になり

ますけれども、まず、区画整理事業における換地設計、こちらにつきましては、こ

れまで1期から、これまでの審議会委員の皆様が審議した中での換地設計基準という

ベースが決まっております。 

このことから、換地の計算については、基本的に換地設計基準に基づいて行われ

るものになります。 

その他、各種取扱い方針、減歩緩和取扱い方針、私道取扱い方針など、様々取扱

いがございますけれども、こちらの方につきましても、審議会委員の皆様からの御

同意を得まして決定しているものになります。 

この基準をベースに、皆様の土地がどこに移っていくのか設計するのが換地設計

にございます。こちらのほうも平成20年2月に、第1次換地設計案として皆様にお示

しして、権利者の皆様から様々な御要望いただいております。 

その様々な御要望を踏まえて、見直し方針を決めまして、平成23年2月に第2次案

として、また再度換地設計案を示しております。そこで最終的に意見書を受付けま

して、審議会委員の皆様にも意見書の取扱いについて、御審議いただいた中で、平

成25年8月に誰がどこに行くのかということを決めたわけです。場所が決まれば、区

画整理上の土地の改変がございますから、土地を評価しなければいけないというこ

とで、当然、整備する前の状況、従前の土地の評価も行います。換地設計の決定プ

ロセスの中で、今言った換地位置につきましても整備後の評価を行うわけです。そ

れぞれ各種基準、減歩緩和取扱い方針そういったものを踏まえて計算をされており

ますので、基本的に公平であると捉えております。以上です。 

○会　長（黒木　中君）　はい。他にないですか。 

○委　員（野﨑清代君）　手続きについては、今の御説明がよく分かるのですけれど

も、私の質問が、市の業務として換地先や減歩、清算金に関して公平に行われてい

ることを実際にどなたかが確認しているか、そういう仕組みがどうなっていますか

ということで、手続きがどうなっているかではないです。確認の方法がどうなって

いるのかということです。 

○まちづくり部長（橋本　昌君）　会長、まちづくり部長です。 

○会　長（黒木　中君）　はい。まちづくり部長。 

○まちづくり部長（橋本　昌君）　前回も同じ様な御質問をいただく中で、色々質問

の問いの内容と答えの内容の中で、手続き論という部分と、権利者間の公平性なの

かなと思ったりもしたのです。施行者である羽村市として、公平性というものをど

のようにして確認をしているかということなのかなと思っています。一つひとつの

過去の様々な基準作りから審議会に御意見を伺いながら基準作りをやってきたわけ
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でございます。現在は平成25年の換地設計案というのが全体としては最終段階で、

それ以降は個別の換地変更はやらせていただきながら、今日まで至るというなかで、

一つひとつ市として決裁規程などもございます。その事業の重要性に応じて、管理

職が公平性を含めた妥当性、公平性、客観性、正確性を含めた決裁規程を設けたう

えで今日まで進んできています。仕組みという部分が、電算での仕組みというので

はなく、人が事業を実施していくうえでの仕組みの責任ということだと思います。

羽村市が公共事業の施行者として、自治体が施行しているものであります。その決

裁過程の中で、仕組みを兼ねて決裁を受けて、今日まで進んできているというもの

であります。先ほどの公社と羽村市との関係についても、あくまでも市が事業を進

めているわけでございますから、今回の個別の換地変更の案についても、市が発議

者として、権利者の皆様と交渉をさせていただきながら、プランニングをしていく

わけでございます。そのうえで数字などの指数などについては、間口だとか奥行だ

とか、角地だとか、様々な要件が変わってまいりますから、これまでの基準や設計

図書に照らして、公社に計算を委託していくということはあります。しかし、大元

である、今回の個別の換地変更をこのように権利者の皆様方とお話合いの結果とし

て、このようにしていけば収まっていく、収めていくことができるというように判

断をしているのは、施行者である羽村市であります。公社はそれに従って、個々の

細かい計算など、間口であったり、奥行であったり、そういったもので、清算指数

などというようにも表現しますけれども、計算をしてもらっているのは公社である

ということで御理解いただければ幸いと思います。以上です。 

○会　長（黒木　中君）　よろしいですか。追加で質問ですか。 

○委　員（野﨑清代君）　市民や権利者が安心するのは、たとえば二重にチェックし

ているとか、一応ルールはあってもそのルール通りにできてない部分があったら、

見つけられるのか、そういった部分が一つは心配なのです。今のままの手続きがあ

るというのはよく分かるのですけれども、手続きがいっぱいあるからといって公平

性が保たれているというのは分からないですよね。今のお話の仕組みでは、公平性

の二重チェックというのはなかったです。マイナンバーでさえ問題が出てきている

と、国の施策であったり、人間がやることは、間違いがあるというように思うので

す。ですので、そのチェックが、委託したものについては特に、市が見ても間違い

ないというようなことがはっきり分からないのに、やるというのはとても心配なの

です。ですので、その仕組みをもう一度分かるように説明してください。 

○まちづくり部長（橋本　昌君）　会長、まちづくり部長です。 

○会　長（黒木　中君）　まちづくり部長。 

○まちづくり部長（橋本　昌君）　質問が公平性という質問のところにいっています。

普通、公平性といいますと、大勢の権利者がおられますけれども、その間の公平性

ということではなくて、おっしゃっていただいておりますのは、個別の換地変更な
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どの諮問していく中で、その個別の換地変更していくことが、市としてその決定し

ていく施行者である羽村市として、公平性をどう担保していくのか、というお尋ね

なのかなと思います。これまでは、個別の換地変更を25年以降、諮問をしながら行

わせていただく中で、その個別案件に応じて数字、ここに示したように減歩率が変

わってきていたりとか、換地後の地積が変わってきているというのはあり得ます。

それについては、清算指数というのも影響してまいりますけれども、一つひとつこ

れまで審議会にもお諮りをして積み上げてきた各種基準などに照らし合わせて、施

行者として、公平性が担保できているということを、決裁をとったうえで、審議会

にお示しをしているものでございます。これについては、公平性であると捉えてお

ります。 

○会　長（黒木　中君）　よろしいですか。 

○委　員（野﨑清代君）　平行線になってしまっていて、とても残念だと思いました。 

○会　長（黒木　中君）　他に御質問のおありの方。10番神屋敷委員お願いします。 

○委　員（神屋敷和子君）　10番神屋敷です。私の質問も2つあるのですけれど、その

前に野﨑さんのお話で、図面とかのことを聞いていて、図面とかは公社が作ってい

るというのを聞いたのですけど、今回の資料でもさっきその前に出ていた、 街

区の換地変更対象図なんかも変更前と変更後の図面なのですけれど、私にはちょっ

と理解ができなかったです。1の さんが、なんでこっちいくと3になるのですか。

それから、 さんはここの地図に入らないから後ろにあるのですけど、 さん

は2と2なのですけど、なんで4と5が、 

○会　長（黒木　中君）　神屋敷委員。意見ではなくて、御質問をお願いします。 

○委　員（神屋敷和子君）　そこが分かりません、という、なんとか分かるようには

できないのですかね。どうして1が さんで、3が さんなのかがよく分からな

いのですけれど。これって分からないのじゃないですかね。普通の人が見たら。下

の図面、表を見ても分からないですけど。そこに説明書がないと分からないかもし

れないです。 

○会　長（黒木　中君）　それは御質問ですか。分からないのじゃないでしょうかと

いう。 

○委　員（神屋敷和子君）　分かるようにはできないのですか。厳密に意見だなんだ

と言われてしまうとあれなのですけど。 

○会　長（黒木　中君）　分かる分からないは、私は分かりましたので。もう少し工

夫はあった方がいいかなと思いますけど。それは御意見です。 

○委　員（神屋敷和子君）　私の意見はまた後で。 

○会　長（黒木　中君）　はい。御質問をお願いします。 

○委　員（神屋敷和子君）　私の質問は2つだけなのですけれども、 さ

んの長期中断が解消されて、仮換地先での再建築が可能となるとのことで、先ほど
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の と聞いたのですけれども、ということは、

くらいになるのですかね。これが、なんでこんなことになったのかというのを

私は知りたいのです。病気になっていたりとか、色々な方のお話を聞いているので

す。仮住まい先で亡くなった人の話も市議会で一度出ていましたけれども、なぜそ

のようなことが起こったのでしょうか。 。 

○会　長（黒木　中君）　1時間経ちましたので、少しの間換気を行いたいと思います

ので、よろしくお願いします。それでは10分休憩といたします。よろしくお願いい

たします。 

【休憩】 

○会　長（黒木　中君）　再開させていただきたいと思います。神屋敷委員の質問に

対しての答えからですが。よろしいですか。 

○区画整理課主幹（大南重行君）　区画整理課主幹です。 

○会　長（黒木　中君）　はい。区画整理課主幹。 

○区画整理課主幹（大南重行君）　はい。移転先の整備が進まないということで、仮

換地先の整備が進んでいないということです。いわゆる協議の段階ではありまして、

努力はしているものの、なかなか先に進まない状況の中で、長期中断をこれ以上伸

ばすわけにはいかないという中で、 さんには御理解をお願いしているところで

す。 

○会　長（黒木　中君）　そういう御質問でした。 さんの件の御質問でしたか。 

○委　員（神屋敷和子君）　はい。そうです。移転先の整備が進んでいないというこ

とですよね。近隣の方から聞いたのですけれど公社の説明で、周りの方が承諾した

と聞いたので、移転、更地にすることにこの さんは承諾した。しかし、周りの

方は承諾しておらず、仮住まいが延びているということを聞いているのです。この

ようなケースというのは他にもあるのですよ。周りの人は契約の印は押してないは

ずですよ。家屋調査をしたからといって、それは承諾ではないわけなのです。この

事業自体に合意していなくても、家屋調査をやって、うちいくらくらいなのかなみ

たいな人もいるし、その承諾したって公社の方や市が言うことは何をもって承諾し

ているのか。私はやはり、契約の印を押してその時点で承諾として進めていかない

と、こういうことはいくらでも起こると思うので、何をもって承諾としたのかとい

うことを。ずっと更地のままですよね、周りの の裏は。それなのにあ

そこが、全然換地先ができないというのが、私はずっと心配していたのですけれど、

なにをもって承諾したのか、教えてください。 

○会　長（黒木　中君）　よろしいですか。 

○区画整理課事業係長（山﨑信介君）　会長、区画整理課係長です。 

○会　長（黒木　中君）　区画整理課係長。 

○区画整理課事業係長（山﨑信介君）　どなたに聞いてそのような話合いがあったの



16 

 

か、私共では把握しておりません。承諾したというような発言はしておりませんの

で、お答えしようがないです。以上です。 

○委　員（神屋敷和子君）　承諾したというのはないのに、 さんを移転させてし

まったということになるのですか。 

○まちづくり部長（橋本　昌君）　会長、まちづくり部長です。 

○会　長（黒木　中君）　はい。まちづくり部長。 

○まちづくり部長（橋本　昌君）　この さんについては、市と さんとの間で、

移転に向けた、文書で取り交わしをしたうえで、今仮住まいをしていただいており、

移転をしていただいている最中でございます。先ほど、主幹が御説明を申し上げま

したのは、 さんが行くべき仮換地先がまだ用意ができていないということでご

ざいます。 さんが行くべき既定の仮換地先を用意するために、施行者として努

力といいますか、仕事をしてきているわけでございます。

さんの仮換

地先が用意できないという意味でございます。 

○委　員（神屋敷和子君）　はい。 

○会　長（黒木　中君）　はい。10番神屋敷委員。 

○委　員（神屋敷和子君）　ですから、移転先が整備されて、もう さんが行ける

ということを踏まえたうえで、 さんと契約を結ばないといけないと私は思うの

です。でなければ、こういうことがまた起こるということになると思うのです。以

上です。 

○会　長（黒木　中君）　御質問は以上でよろしいですか。 

○委　員（神屋敷和子君）　納得はしてないですけど。 

○会　長（黒木　中君）　他に御質問のおありの方。 

○委　員（神屋敷和子君）　まだ私2点目。今のも納得はしてないです。やはり、また

これは意見なのかと言われてしますのですけれども、行く先が確実にどく、という

ことが保証されない限り、その行く人の契約はしてはいけない、仮住まいとか更地

にしてそういうことをしては、長い仮住まいを要求することになってしまうので、

いけないということを言わせていただきます。 

2点目の さん。 さんのところなのですけれども、 さんの従前地が換地

対象となる他の権利者の長期中断が解消できる。ここの説明も先ほど山﨑係長がや

っていたのですけれども、資料の2の皆さんが見ていただいて一番分かるのは、資料

の2の一番最後のページなのです。一番最後の図面4-3になるのですけれども、資料2

の図面4-3、そこに黄色いところが さんなのです。その さんが飛んで さ

んの方に、 の方に行くのですけれども、先ほど係長が説明したのは、この

さんの現在地の上、上に大きな長方形の土地があると思うのです。それが

の土地なのですけれども、ここには誰も住んでいないのです。それを係長もお
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っしゃっていました。その土地は、 さんの上に来るわけなのです。それで、た

ぶん市が言っているのは、 さんの上の大きな土地の左横の

にある、5軒くらいのちょっと小さめのおうちが1、2、3、4とあるのです。そこのと

ころの土地の人がこの さんの上の の土地に行くのです。それでもう既

に、ここの の1、2、3、4、5、大きい の左隣のところの2軒が

かな。色々折衝受けて、

非常につらい思いをしたということを聞いています。周りがやっぱり承諾した、み

たいなことを公社の方に言われたけれど、それで賛成しているみたいな雰囲気で言

われたけれど、とんでもない。みんなものすごく苦渋の選択で泣く泣くですよと、

そういう話を聞いています。清算金もある、行く先はまだ結局できていないわけで

すから、先が見えないわけです。この2軒の方も

。なんでこの審議会に諮問したり、もうこの さんの土地が の方に行

って、次に さんの土地が下に、 さんの上に来てという段階で、そうい

う折衝して更地にするというようにできないのか。1カ月でも2カ月でも伸びるとい

うことは、仮住まいが、非常に苦しいと思うのです。その手順の問題なのです。手

順をもうちょっと丁寧にというのですかね。住民のことを思ってやらないと、だめ

だと思うのですけれども。 

○会　長（黒木　中君）　神屋敷委員、御質問の内容がよく分からないのですけれど

も。 

○委　員（神屋敷和子君）　中断が解消されていると今そういう説明したのですけれ

ども、こういう審議会でどうしてこういう審議をして、それが終わって、土地が整

った段階で 人たちのお話ができなかったのか。先にやってし

まったのか。そういう場面がいっぱいでてきていると思うのです。どうしてそうい

うちゃんとした手順を踏めないのか。先に移転が決まっちゃたらそこを更地にして

移転させちゃうみたいなことだと、住民の負担がすごく大きいので、ちゃんと手順

を踏んで、そこが確実に空いていけるというところで、なんで折衝して承諾しても

らって更地にするってことができなかったのか。手順が違うのではないかというこ

とです。 

○会　長（黒木　中君）　手順が違うのではないかという御質問ですか。その点につ

いて。 

○区画整理課事業係長（山﨑信介君）　会長、区画整理課係長です。 

○会　長（黒木　中君）　区画整理課係長。 

○区画整理課事業係長（山﨑信介君）　移転工事の手順につきましては、やはりライ

フライン等の整備をしていかなければいけない。御協力がどの程度得られるか、移

転協議の状況によって整備範囲を決めて、段階的に工事に着手していく必要があり

ます。その中でも、 さんのように長期中断になる方がいらっしゃいます。その
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辺も、市としても早期返地に向けて周辺の関係権利者の御理解を得られるように協

議を進めていきたいと考えております。以上です。 

○会　長（黒木　中君）　神屋敷さん、御質問はよろしいですか。 

○委　員（神屋敷和子君）　納得はできないですけれども、何しろもう少し丁寧にや

ってほしいので、それはまた意見になってしまうから後で言います。 

○会　長（黒木　中君）　他に御質問のおありの方。はい。9番清田委員お願いします。 

○委　員（清田敏雄君）　9番の清田です。質問は6件くらいあります。1点ずつしてい

きます。いま検討会というのをやっていますけれども、その課題がまだはっきりし

ていないのですけれども、私は技術上のことと考えています。土地区画整理法の75

条に技術援助の請求というのがありまして、昨年の6月の市議会で門間議員に市長が

何と言われたか。東京都の技術支援なくして、12号整備の早期実現はできない。と、

言われたのです。答弁されたのです。この答弁は最近全然言われてないのですけれ

ど。答弁はいまどのような状況でしょうか。 

○まちづくり部長（橋本　昌君）　会長、まちづくり部長です。 

○会　長（黒木　中君）　はい。まちづくり部長。 

○まちづくり部長（橋本　昌君）　今羽村大橋の東詰から青梅線のところが、3・4・

12号線約500メートルが未整備区間になっております。皆様御承知の通り、宅盤差が

ある地区になっていまして、そのところを道路として通していくためには、その勾

配であるとか、そこに付けていく埋設管の位置であったりします。自然流下原則も、

汚水管や雨水管といったものの整備などについて、各法律があったり、道路構造令

があったり、そういったものに照らして作っていかなければ、きちんとした都市計

画道路としてできないということがございます。そういう中で、東京都の各局で、

都市整備局ですとか、建設局が中心になります。そこの技術的な支援を受けながら、

羽村市が区画整理地区内の道路については、施行していく責任、そういった役割分

担になっております。それをやっていくという最中でございます。ですので現在も

東京都の技術的な支援で、市がどちらかといいますと東京都に相談をしていきなが

ら、3・4・12号線の詳細設計を進めている、そういう最中でございます。 

○会　長（黒木　中君）　9番清田委員。 

○委　員（清田敏雄君）　東京都の技術支援を求めているという状況だというのを今

私は知りました。具体的にどのようなことをどこでやっていますか。 

○まちづくり部長（橋本　昌君）　会長、まちづくり部長です。 

○会　長（黒木　中君）　はい。まちづくり部長。 

○まちづくり部長（橋本　昌君）　本諮問していることとは若干ずれるかなとは思う

のですけれども、3・4・12号線の未整備区間を整備していくために、どことやって

いるかというと、羽村市と東京都との間でです。 

○委　員（清田敏雄君）　東京都のどこですか。 
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○まちづくり部長（橋本　昌君）　東京都の都市整備局と建設局です。 

○委　員（清田敏雄君）　はい。 

○会　長（黒木　中君）　よろしいですか。清田委員。 

○委　員（清田敏雄君）　はい。不満がございますけれども、半分しょうがないです。 

次、2番目です。仮住まいの解消が最優先と市長が言明されたのだから、今開催中

の検討会でも議論されているかもしれない。これは分からないですけれど。仮住まい

の解消の方向性を今回の2軒以外に対象者にどのようにいつ説明するのか。すごく気

になっているのですけれど。お答えください。 

○会　長（黒木　中君）　仮住まいの解消の方向性を対象者にどのようにいつ説明す

るのか。という質問です。 

○区画整理課事業係長（山﨑信介君）　会長、区画整理課係長です。 

○会　長（黒木　中君）　はい。区画整理課係長。 

○区画整理課事業係長（山﨑信介君）　長期中断権利者の方の御負担が非常に課題で

あると捉えておりますので、市としてもなんとしても早く返したい。 

○委　員（清田敏雄君）　いつですかと聞いているのです。 

○区画整理課事業係長（山﨑信介君）　いつになるかどうかというのは、この事業の

進捗状況等に照らして検討していかなければいけないので、現時点ですべての土地

について、いつですと明言できません。以上です。 

○会　長（黒木　中君）　はい。9番清田委員。 

○委　員（清田敏雄君）　明言はもちろんできないけれども、市としてはこういった

努力をしています、くらいの説明がすべきでしょう。 

○会　長（黒木　中君）　それは意見ですので、清田委員、御質問をお願いします。 

○委　員（清田敏雄君）　いいです。そういうような答弁を私は期待しておりました。 

　　次、3番目にいきます。今回の換地案は先ほど話があったのですけれども、東京都

水道局の水道用地を使うことですよね。先ほどの話で東京都の関係で大丈夫だと聞

いたのですけれども、具体的にどういうことで、本当に大丈夫なのかというのを私

すごく心配なのです。お答えください。水道用地のところにおうちを作って後で何

か起こった時に知らないと言われそうだから、聞いています。 

○まちづくり部長（橋本　昌君）　会長、まちづくり部長です。 

○会　長（黒木　中君）　はい。まちづくり部長。 

○まちづくり部長（橋本　昌君）　先ほど係長がお話をさせていただいた通り、羽村

の堰から村山貯水池、山口貯水池にまっすぐ導水管が伸びています。この導水管、

神明台地区もそうですけれども、その下に導水管が埋設されていますので、今回の

換地、いわゆる宅地の部分に、宅地の真下に埋設管が入っているわけではございま

せん。ですので、道路の下には御承知のとおり、他の上下水道や雨水管などが入っ

ているわけですから、今回の導水管は説明したとおり、14メートルから15メートル
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下に埋設されているわけですので、民地の下に入っているのではないということは

御理解願います。 

○委　員（清田敏雄君）　はい。 

○会　長（黒木　中君）　はい。9番清田委員。 

○委　員（清田敏雄君）　私が聞いているのはそのようなことではないです。水道用

地におうちを作って後でトラブルになると私はかわいそうだから、それを完全に保

証されているのは何ですか。と聞いているのです。 

○まちづくり部長（橋本　昌君）　会長、まちづくり部長です。 

○会　長（黒木　中君）　はい。まちづくり部長。 

○まちづくり部長（橋本　昌君）　たぶん、かつて水道用地だったところを羽村市が

購入した、今は水道用地ではないという理解でいます。 

○委　員（清田敏雄君）　はい。 

○会　長（黒木　中君）　はい。9番清田委員。 

○委　員（清田敏雄君）　それは私知らなかったものなので、あの今の質問だったの

ですけれど、本当にあそこはもう水道用地ではないということですか。だとしたら、

先ほど係長が東京都水道局の土地だったと言われましたよね。矛盾しませんか。 

○まちづくり部長（橋本　昌君）　会長、まちづくり部長です。 

○会　長（黒木　中君）　まちづくり部長。 

○まちづくり部長（橋本　昌君）　御説明が足りなかったのは申し訳ないのですが、

現在、東京都水道局、都有地でありますが、導水管路と言われているところの幅員5

メートルをずっと都有地として所有しています。それ以外のところは全て、かつて、

都有地であった時がありますけれども、現在は市で買わせていただいたりというこ

とをしております。現在都有地としてありますのは、堰からずっと幅員5メートルの

直線が都有地として残っているという状況で、現在は都有地の部分を羽村市が占用、

無料でお借りをして、道路として使っているという状況です。 

○委　員（清田敏雄君）　はい。 

○会　長（黒木　中君）　はい。9番清田委員。 

○委　員（清田敏雄君）　わからないのは、もう一回聞いているのは、道路におうち

を作るわけではなくて、その水道用地のところが今回の換地先になっていると想像

できるから、本当に大丈夫なのですかと聞いているのに、今の答弁は道路のことで

すよね。 

○会　長（黒木　中君）　あの、清田委員。なかなか話がかみ合わないですね。 

○まちづくり部長（橋本　昌君）　会長、まちづくり部長です。 

○会　長（黒木　中君）　はい。まちづくり部長。 

○まちづくり部長（橋本　昌君）　今回換地変更させていただいている表示をしてい

る土地については、いわゆる東京都の土地ではない。水道局の用地ではない。です
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ので、換地先に家を建てていくことは大丈夫です。 

○委　員（清田敏雄君）　はい。 

○会　長（黒木　中君）　はい。9番清田委員。 

○委　員（清田敏雄君）　よくわからないけれども、ここまでにします。 

　　次に5番目、今回の諮問は3件あるのだけれども、そのうち2件は飛び換地でありま

す。飛び換地は審議会でしないと決めたのですよね。それなのに、今回この決め事

を撤回して換地するというのは、私は羽村市はこのようなものなのかなと思ってお

ります。カルテなしを最初に決めたのです。個人個人がどういう意向を持っている

かを作らなくていいというのを決めたらしいのですけれども、今回どのようにして

さん、 さんというのを決めたのでしょう。 

○区画整理課事業係長（山﨑信介君）　会長、区画整理課係長です。 

○会　長（黒木　中君）　はい。区画整理課係長。 

○区画整理課事業係長（山﨑信介君）　市として飛び換地はしないということは明言

しておりません。飛び換地もせざるを得ないケースがあり、極力、お住まいになっ

ていない方を対象に飛び換地を前提にするべきであるところを、なかなかそうもい

かないところもございました。換地設計のプロセスの中で、権利者の皆様の御意向

を踏まえて換地の位置を決定している経過があります。 さんにおかれましては、

基本的に決定した換地先、都市計画道路を挟んだ反対側から場所が移動してきてい

るように見えると思います。決定した時点で既にそれだけの移動距離があるという

ことが確認できると思います。ここで さんにおかれましては、 街区から

街区への飛び換地ということになります。これはやはり権利者の皆様の立場に立っ

て、長期中断、早期解消に向けなんとかできないかということで、羽村市有地を活

用して対応したものにございます。以上でございます。 

○委　員（清田敏雄君）　はい。 

○会　長（黒木　中君）　はい。9番清田委員。 

○委　員（清田敏雄君）　私が聞いているのは、先ほども言ったように、カルテを作

らなかったということは、権利者の人がどういう考え方を持っているかは分かって

ないわけです。だから、今回あそこの方に換地してもらいたいなという人がいるか

も分からないのです。いるかも分からないのだけれども、こちらから見ると、

さんと さんがポコポコと出てきてしまって、あとその他の人は全然でてこない

わけです。だから私の質問は、どうしてこの2人に決めることになったのですかと聞

いているのに。回答が全然だめです。 

○会　長（黒木　中君）　はい。どうしてこの2人になったのか。ということですね。 

○区画整理課事業係長（山﨑信介君）　会長、区画整理課係長です。 

○会　長（黒木　中君）　はい。区画整理課係長。 

○区画整理課事業係長（山﨑信介君）　換地変更概要図がございますけれども、こち
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らをもう一度見ていただいてもよろしいでしょうか。この周辺、 街区周辺がほ

ぼ整備が進んでおりまして、反対側のほうにつきましても一部地区界付近ができて

おりません。換地先もその中に収まっている状況にございまして、このエリア内で

仮換地先をすぐ返していくためには、この中で変更をかけることになります。この

中で長期中断の対象となっている さん、それから今年度以降移転をしていく

さんや さんといったところを中心に、 さんの従前地付近で変更の調整を

したものであります。以上です。 

○会　長（黒木　中君）　はい。清田委員。 

○委　員（清田敏雄君）　納得しませんけれども、次に進みます。 

　　6番目です。今回の変更理由は長期中断権利者の解消とあるのですが、2カ所だけ

ですよね。先ほど仮住まいの件で、いつ説明するのかと聞いたところと関係するの

ですけれども、こちらから見ると、現在仮住まいされている方々の実態が全然わか

らないのです。ひどいなと思っています。どんなにひどいかということをまとめて

公表するべきだと思います。羽村市民に全部。やってもらいたいのです。お答えく

ださい。 

○会　長（黒木　中君）　仮住まい者の実態を公表してくださいませんか。というご

質問です。 

○区画整理課事業係長（山﨑信介君）　会長、区画整理課係長です。 

○会　長（黒木　中君）　はい。区画整理課係長。 

○区画整理課事業係長（山﨑信介君）　長期仮住まいの方の情報につきましては、個

人情報の関係もございますし、公表するというような考えはございません。以上で

す。 

○会　長（黒木　中君）　9番清田委員。よろしいですか。 

○委　員（清田敏雄君）　ひどい回答ですね。 

○会　長（黒木　中君）　御意見は後にしてもらえますか。 

○委　員（清田敏雄君）　はい。最後、開催通知に改正個人情報取扱い法について、

守秘義務の周知をするとありますが、どういうことを想定しての警告なのですか。

前回も同じような説明がありました。さらに、今日のこの個人情報を審議すると、3

名の議案の当事者に、傍聴されますかと確認済みですか。以上です。 

○会　長（黒木　中君）　はい。今の質問分かりましたか。 

○区画整理課長（乙津正実君）　会長、区画整理課長です。 

○会　長（黒木　中君）　区画整理課長。 

○区画整理課長（乙津正実君）　はい。まず1つ目の御質問ですけれども、どういった

ことを想定しているということではなくて、非公開でやっておりますので、注意喚

起としてお知らせをさせていただいております。2つ目の御質問の主旨は、傍聴され

るか確認したかとおっしゃっていましたけれども、どういった御主旨でしょうか。 
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○委　員（清田敏雄君）　改正個人情報取扱い法の21条を勉強してないのですか。情

報取得の際、利用目的の通知などの条文がありまして、審議会開催の前に、審議内

容に対する本人同意の確認義務の履行が義務付けられているのです。よろしいです

か。我々に注意する前に、こういうところで当事者のことを議論しますのでよろし

いですね、ということを確認する義務があるのです。お答えください。 

○会　長（黒木　中君）　その点については、どなたがお答えになりますか。つまり、

この審議会で審議される予定の当事者にこの審議会で議題に上がりますよというこ

とを前もって言ってあるのかどうかという御質問です。そういうことですね。 

○区画整理課長（乙津正実君）　会長、区画整理課長です。 

○会　長（黒木　中君）　はい。区画整理課長。 

○区画整理課長（乙津正実君）　 さんと さん、それから さん、この御三

方につきましては、本日区画整理審議会に諮問されるという話はさせていただいて

おります。以上です。 

○会　長（黒木　中君）　はい。ありがとうございます。他に御質問おありの方いら

っしゃいますか。ありがとうございます。それでは御質問が終わりましたので、こ

れから御意見をお伺いいたします。 

　　議席番号3番の武政委員からお願いいたします。 

○委　員（武政健太郎君）　はい。武政です。三方それぞれに了解を得ているという

ことで、私のほうではよくここまで問題を解決してくれたと思っております。この

ままこういう形で同意が得られるのであれば、こういう形で進めていただいて、積

極的にやっていただきたい。そういう意見です。以上です。 

○会　長（黒木　中君）　ありがとうございます。4番秋山委員、お願いします。 

○委　員（秋山　法君）　はい。4番秋山でございます。計画通り進めていただきたい

と思います。一つ意見なのですけれども、この審議会は諮問された議題に基づいて

やるものです。あまり関係ない質問はやめてほしいと、個人的な意見になりますけ

れども思っております。 

○会　長（黒木　中君）　はい。5番中村委員お願いします。 

○委　員（中村幸夫君）　はい。5番中村です。賛成の立場から意見を申し上げます。

この3人の方は交渉の段階で合意しているということで、早期に進めていただきたい。

それともう一つは事業の進捗がこれによってだいぶ進捗が図れるということから進

めていただきたいというのと、あともう一点、 さんの長期移転の解消ができる

ということから、その3点から進めて欲しいと思います。以上です。 

○会　長（黒木　中君）　はい。ありがとうございます。　6番小宮委員お願いします。 

○委　員（小宮國暉君）　はい。6番小宮です。今までの他の方が質問やら、御意見や

らですね、ごもっともだと思う内容が非常に多いと思います。この3人の方の意向と

いうものが、行政の担当の方が日々努力されておりますので、この諮問に対しては
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異議なしとお答えしておきます。以上です。 

○会　長（黒木　中君）　はい、ありがとうございます。7番野﨑委員、お願いします。 

○委　員（野﨑清代君）　長期中断期間を短縮するという考え方が、市から出てきた

ということは市の姿勢が変わったのだなというのは感じます。それは以前と比べた

ら良いことだと思います。ですが、区画整理は1カ所だけで判断できず、どこかに問

題が生じればそれは全体に必ず影響するわけですので、公平性という点については、

今後もう少し議論を重ねたいと思っております。 

○会　長（黒木　中君）　ありがとうございました。では、8番石川委員お願いいたし

ます。 

○委　員（石川寿明君）　はい。今回の さんとの合意形成に至った過程を含めて、

他の方でもなかなか御納得いただけない方いらっしゃると思うのですが、そういう

時も創意工夫して経験を活かしながら速やかに進めるよう、また仮住まいしている

方、今回の対象の方以外も含めて、早く戻って来られるように努力していただけれ

ばと思います。速やかに進めてください。以上です。 

○会　長（黒木　中君）　ありがとうございます。9番清田委員お願いします。 

○委　員（清田敏雄君）　はい。私は反対意見を読み上げます。検証委員会後に開か

れている、検討会議の結論が出る前に、換地を諮問したことに私は反対します。特

に仮住まい解消の方向性を対象者に説明しない状況にて、換地指定の審議会開催に

反対です。不幸が増えます。 

　　2番目、3件の換地案は水道用地への転居を求めておりまして、先ほど話がござい

ましたけど、私は本当に大丈夫なのか、まだ心配です。ということで、私はこの意

見も反対します。 

　　3番目、昨年の6月の市議会で市長は、東京都との協議に向かうべきだが、12号と

JRとの立体交差は具現する段階に至っていない、ひどい発言ですね、これをされた

のですよ。12号との地下交差に向けて、7・5・1号を掘ると、両脇の宅地は側道がな

いため、住めなくなりますから、換地先に新築しても、立体交差のためにもう一回

転居しなければならなくなります。ですから、この計画は中止すべきと考えており

ます。かつこの審議会において、東京都の告示との照合が全くない。ということで

反対します。特にこの中には学識経験者が2人おられますけれども、その2人の方が

東京都の告示、これは区画整理の基本となりますが、それに対するコメントが全く

ない。私はこれにより、不安なので、反対します。 

　　それから、4点目なのですが、事前に計算書を有志の審議会委員はチェックしてお

ります。先日、その計算書の中に修正が必要部を市に通告しましたが、残念ながら

答えがありません。私が求めたのは、計算書の中身だから、ここで議論してもわか

らない方がいっぱいでてしまうから、内密に早く解決しましょうよとは言ったが、

それがされておりません。だから結果として、市役所のズルがまた増加したと発言
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するだけです。ということで、私はこの案に反対です。 

　　それから5番目。個人情報の保護法について、先ほどの件と重複しますけれども、

守秘義務が今回も伝えられました。守るのは第1条の目的であって個人の権利、利益

ですよ。21条に情報取得の際は、今回のような個人情報は利用目的の通知などの条

文がありまして、審議会開催前に審議内容に対する本人同意の確認の義務の履行が

必要なのだけれども、我々に注意するよりも遥かに重要です。この会は御本人の前

で議論すべきなので、ここでも反対します。 

　　最後に1件、そちらのほうから御意見がございまして、この会では審議の内容を限

定しなければと言われましたけれども、私は反対です。審議会ですよ。詳らかに議

論するのですよ。色んなことに、区画整理に対する細かいことまで議論すべきなの

ですよ。だからさっさと終了させたいというような審議会は私は反対ということで、

全て反対です。以上です。 

○会　長（黒木　中君）　はい。ありがとうございます。10番神屋敷委員お願いしま

す。 

○委　員（神屋敷和子君）　はい。神屋敷です。2点あります。 

1点目は今までの移転の強行で色々な問題が発生してしまって、こうするしか仕方

がなかったのだろうなとは思います。しかし、移転先が整う目途がついていないう

ちに移転を進め、更地にしてしまい、仮住まいが長引く移転が行われていると感じ

ます。公社の方に、周りの方が承諾し更地になりますからと言い渡されたとか、住

民を追い詰めて承諾を得る形をよく聞きます。それから実際に折衝をやっているの

は公社です。市は間接的に聞くため、正確な情報を得ないまま、事業を進めようと

する公社のペースで進められてしまっているのではないかと、住民の話を聞いてい

るとそう感じざるを得ません。また、住民が先が見えない中、追い詰められ、苦渋

の選択で苦しみ、市も仮住まいの補償費がかさむ中で、本来市はこのような状況か

ら住民を守らなければならない立場ですけれども、権利者にとって市職員は補償額

から全てを握るわけで、住民にとって権力者になって圧力的存在になってはいけな

いと思います。市は、せめて住民を苦しめないよう、直接移転になるよう、今まで

どれだけ努力してきたか疑問に思います。このように堅固なマンションを含め、ほ

とんどの家屋、約1千軒が動き玉突きになる異常な図面と非人間的なやり方もあり、

住民を苦しめています。一体誰のための事業なのか。我々住民のためではなく業者

のためだ、と最近住民の間でよく耳にする言葉です。この件に関して、遺跡の出土

で仮住まいが長引いたこと以外で さんみたいに長期の期間の仮住まいの原因を

検証して欲しいです。それから といわれていますが、

その他にも長期の方はいると住民の方から色々聞きます。どのような状況なのかを

知るために仮住まい年数別人数の一覧表を作って欲しい。それから途中の方も人数

も入れて数字で出していただきたいと思います。 
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　　2点目。この川崎西公園は羽村にとって歴史的な景勝地として重要な地域でした。

戦国時代、ここから八王子の滝山城や高月城も見渡し、大石遠江守の館もこの辺に

あったと言われ、最近その関係ではないかと言う井戸とか貨幣が発見されています。

展望場所の横には狼煙をあげて滝山城や高月城に戦いを知らせた場所があり、狼煙

に松葉を入れて煙の色を調節し、戦いの状況を知らせたと説明を受けた時、感動し

ました。桜並木の先に遠江坂跡や軽便鉄道の出発点があり、市民の憩いの場でゲー

トボール場にもなっていました。しかし、市はそこに換地で家々を持ってきてしま

いました。市として温存すべき大切な歴史的景勝地の破壊が、市の損失が大きく、

残念でなりません。二度と元には戻りませんので。それでもまだ平成20年の1次案で

は、公園も広く、見渡すことができる換地案でした。それが、平成23年の換地案の

変更で、2.6メートルのかさ上げをされ、市民の見渡す場所の段上まで宅地を広げて

しまいました。その平成23年の2次案を作る時、どこで誰が検証を行ったのか、私は

疑問に思います。擁壁は2.6メートルのかさ上げで、市民が展望していた地点は現在

借家が3軒建ち、景勝地の面影もありません。現在児魂神社のところから少しは眺め

ることができますが、将来3・4・12号線が二重構造になるのか、平面になるのか不

明ですが、以前この審議会の席で、市が平面を望んだと聞いています。であるなら

なおさら眺望や景観を保存するべきではなかったかと思います。これから羽村市を

担う子供たちも地域の歴史を感じる中で育まれるべきと思います。羽村の歴史的遺

産を大切にして欲しいという思いからも賛成することはできません。以上です。 

○会　長（黒木　中君）　はい。ありがとうございます。ただいま、各委員にそれぞ

れ貴重な御意見をいただきましたので、審議会として決を採らなければいけないと

いうわけですが、その前に2番柳委員から御意見をいただきたいと思います。 

○委　員（柳　修君）　皆さんから色々御意見が出たと思うのですが、 さんの換

地としては本来であれば予定のところに行くのがベストなのだと思うわけです。

色々な事情の中で に及ぶ長期中断をされているということで、こういう事業の

中で長期中断というのは非常に御負担が大きいということは良くわかっております。

以前の審議会におきましても、長期中断ができるだけ生まれないような、一定期間

で済むような進め方も検討しながらやっていただきたいというような意見を言わせ

ていただいたこともあるかと思います。そういうことも踏まえまして、 さんに

してみれば、予定の位置から若干ずれますけど、概ね予定の位置に行かれるわけで

す。 さんが長期中断という御負担を少しでも早く解消できるというようなこと、

それに対して市の持っていた土地を活用するようなことができたということで、こ

こではそういう市の土地を活用した形での解消が という時間はありますけれど

も、少しでも短くすることができるということで、3人の方々の御理解を得て進めて

いくという御説明でございます。こういう形で進めていただいて、少しでも御負担

を軽く、また事業が進められるようしていただければ良いのではないかなと思って
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おります。以上です。 

○会　長（黒木　中君）　ありがとうございます。それぞれ御意見をいただきました

ので、ここで審議会の意見として、取りまとめたいと思います。 

それでは、諮問第27号福生都市計画事業羽村駅西口土地区画整理事業施行地区内

の宅地に係る換地設計の変更について、採決をとりたいと思います。本日提案があ

りました換地設計の変更について、賛成の方、挙手をお願いいたします。 

［挙手（柳委員、武政委員、秋山委員、中村委員、小宮委員、石川委員）］ 

　　はい、6人です。ありがとうございます。反対の方、挙手をお願いいたします。 

［挙手（野﨑委員、清田委員、神屋敷委員）］ 

　　はい、3人です。ありがとうございます。ただいまの採決の結果、賛成の方が6人、

反対の方が3人で賛成多数ということで本案については、原案に承認することに決定

いたします。なお、本件の答申書につきましては、審議会の意見としまして、異議

なしという形で作成し、審議会を代表して会長から市長に提出いたしますので、御

承知おきください。 

　　次に議題2の、諮問第28号福生都市計画事業羽村駅西口土地区画整理事業施行地区

内の宅地に係る仮換地の指定について、施行者より説明をお願いいたします。 

○市　長（橋本弘山君）　会長、市長です。 

○会　長（黒木　中君）　市長。 

○市　長（橋本弘山君）　はい。それでは、諮問第28号福生都市計画事業羽村駅西口

土地区画整理事業施行地区内の宅地に係る仮換地の指定につきまして、御説明を申

し上げます。 

　　本案は、福生都市計画事業羽村駅西口土地区画整理事業施行地区内の一部の宅地

について、土地区画整理法第98条第1項の規定に基づく、仮換地の指定を行うに当た

り、同法第98条第3項の規定により、本審議会の御意見を伺うものであります。 

　　なお、詳細につきましては、区画整理課主幹より説明いたしますので、お聴き取

り願いますようお願いいたします。以上です。 

○区画整理課主幹（大南重行君）　会長、区画整理課主幹です。 

○会　長（黒木　中君）　区画整理課主幹。 

○区画整理課主幹（大南重行君）　はい。それでは諮問第28号福生都市計画事業羽村

駅西口土地区画整理事業施行地区内の宅地に係る仮換地の指定について、御説明を

させていただきます。 

　　お手元の資料2「仮換地指定調書」により、御説明をさせていただきます。なお、

前方のスクリーンに、同様の資料を映しますので、見やすいほうで御確認いただけ

ればと思います。 

初めに、仮換地指定調書の見方について、御説明いたします。表紙をおめくりい

ただきまして、1ページ目を御確認ください。 
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調書の見方につきましては、表の左側が仮換地件数の番号覧となっております。

次に、従前の宅地、仮換地、減歩率、土地所有者、記事の順になっています。 

また、一番右側の記事覧に、仮換地指定通知書の様式の略として、1号通知又は5

号通知と表記をさせていただいております。 

表の左側の番号覧に、1番から順に3番までの番号を付しており、全体で3件となり

まして、調書の枚数としては1枚となります。 

次に、2ページを御確認ください。図面1、仮換地案内図として、今回の仮換地指

定箇所すべての位置について表示しております。 

図面上では、水色に表示した箇所が、今回仮換地指定を行う位置となり、1番から

3番までの3件となります。詳細については、後程まとめて御説明させていただきま

す。 

次に、3ページ。仮換地明細図でございます。右上に図面2-1と表示しており、水

色で表示した箇所が仮換地の位置となり、周りの数値は敷地周りの寸法を表示して

おります。 

次に、4ページが仮換地重ね図です。右上に図面2-2と表示してあります。凡例の

とおり、黄色の線で囲っております箇所が、従前の土地となっております。 

また、前回と同様に、仮換地重ね図に、先ほど御説明いたしました仮換地指定調

書の1番から3番について、番号ごとの仮換地指定調書を、下のところに表示させて

いただいております。今後は、主に、この仮換地重ね図により、仮換地指定調書の

番号順に御説明させていただきます。なお、仮換地の位置等につきましては、前方

のスクリーンにより、主に仮換地重ね図を活用し、換地の位置等を表示してまいり

ますので、あわせて御確認いただければと存じます。 

次に、仮換地指定の具体的な内容を御説明する前に、留意事項について御説明を

させていただきます。 

資料2「仮換地指定調書」にお示ししております、仮換地の指定につきましては、

土地区画整理法第98条第1項の規定に基づくもので、施行者が換地処分を行う前にお

いて、土地の区画形質の変更、又は、公共施設の新設、変更に係る工事のために必

要がある場合に、仮換地を指定することができるとされております。そして同法第3

項に基づきまして、土地区画整理審議会の御意見をお聴きするというものでござい

ます。 

今回の仮換地の指定に当たりましては、同法同条第5項に規定するとおり、従前の

宅地の所有者に対し、仮換地の位置及び地積並びに仮換地の指定の効力発生の日を

通知するものです。仮換地指定の効力の発生の日につきましては、移転工事の進捗

状況を捉え、施行者において、別途、定めるものといたします。 

また、指定通知については、仮換地先が直ちに使用できる場合は、1号通知、仮換　　

地となるべき土地が、区画道路の築造や宅地の造成工事などにより、ただちに使用
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できない場合は、5号通知となりまして、現時点における通知様式を参考までに記載

しております。 

なお、仮換地先が直ちに使用できない場合の5号通知につきましては、使用収益の

開始日を、使用収益が可能となる時期に、別途、施行者において定めることとなり

ます。いずれにしましても、指定方法や時期については、移転工事の進捗状況を捉

え、施行者において定めるものといたします。 

次に、仮換地指定調書2ページの仮換地案内図をご覧ください。先ほども御説明し

ましたが、今回の仮換地指定先の換地の位置については、水色で着色した箇所とな

ります。今回の指定件数は、1番から3番までの番号により、表示しておりますとお

り3件となります。 

共有名義を1権利者とした権利者数では、土地所有者が3人となります。また、従

前地の筆数については、全体で4筆、基準地積の合計が 平方メートル、画地数

が3画地、仮換地地積の合計が 平方メートルとなります。それから、通知種別ご

との件数で申し上げますと、仮換地先が直ちに使用できる場合の1号通知における所

有者の件数が2件、中断移転による仮換地先が直ちに使用できない場合の5号通知が1

件となります。 

それでは、仮換地指定について仮換地指定調書の番号順に説明してまいります。 

1番については、仮換地先が直ちに使用することが可能となりますので、1号様式

による通知となります。 

2番については、移転協議が整った段階で仮換地指定をすることになりますことか

ら、原位置に重なるため、仮換地先を直ちに使用できません。このことによる5号様

式による通知となります。 

3番については、仮換地先が直ちに使用することが可能となりますので、1号様式

による通知となります。 

それでは、資料の4ページをご覧願います。 

1番の土地所有者は、 氏となります。従前の宅地

について、 街区へ換地するものであります。基準地積は、合計で 平方メ

ートル、仮換地地積は、約 平方メートル、減歩率は約 パーセントとなっており

ます。 

資料の6ページをご覧願います。2番の土地所有者は、 となります。

従前の宅地 について、 街区へ換地するものでございます。基準

地積は、 平方メートル、仮換地地積は、約 平方メートルで、減歩率は約

パーセントとなります。 

3番の土地所有者は、 氏となります。従前の宅地 について、

街区へ換地するものでございます。基準地積は、合計で 平方メートル、

仮換地地積は、約 平方メートルで、減歩率は約 パーセントとなります。 
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以上が、諮問第28号福生都市計画事業羽村駅西口土地区画整理事業施行地区内の

宅地に係る仮換地の指定についての説明となります。以上です。 

○会　長（黒木　中君）　ありがとうございました。また1時間経過しましたので、こ

こで5分間の換気休憩をしたいと思います。よろしくお願いいたします。 

【休憩】 

○会　長（黒木　中君）　それでは再開させていただきます。御説明ありがとうござ

いました。先ほどの審議と同様、質問をお伺いした後、各委員さんから順番に御意

見をいただきます。 

　　諮問第27号で先ほど色々討議していただいた、換地設計の変更案について御意見

いただいたのですけれども、この諮問第28号はその変更案に基づいて宅地に係る仮

換地の指定を諮問されているものですので、先ほどの御質問等で解決した点、解決

しなくても御質問なさった件はできましたら、その質問から外していただければと

思います。 

　　諮問第28号福生都市計画事業羽村駅西口土地区画整理事業施行地区内の宅地に係

る仮換地の指定につきまして、御質問のある方は挙手をお願いいたします。 

【質問なし】 

○会　長（黒木　中君）　ありがとうございます。それではご意見をお伺いいたしま

す。先ほどと同じように議席番号3番の武政委員からお願いいたします。 

○委　員（武政健太郎君）　はい。先ほどの換地の変更については、了承していただ

いたということなので、この文書についても同じようにこのまま粛々と進めていた

だきたいと思います。以上です。 

○会　長（黒木　中君）　はい。ありがとうございます。4番秋山委員お願いします。 

○委　員（秋山　法君）　はい。4番秋山です。計画通り進めていただきたいと思いま

す。 

○会　長（黒木　中君）　ありがとうございます。5番中村委員お願いします。 

○委　員（中村幸夫君）　5番中村です。進めていただきたいと思います。以上です。 

○会　長（黒木　中君）　ありがとうございます。6番小宮委員お願いします。 

○委　員（小宮國暉君）　はい。6番です。このままスムーズな進め方でよろしくお願

いしたいと思います。 

○会　長（黒木　中君）　ありがとうございます。7番野﨑委員お願いいたします。 

○委　員（野﨑清代君）　はい。野﨑です。残念ながらまだ、公平性が確認できてお

りませんので、皆さん御努力はしていると思うのですが、賛成いたしかねます。 

○会　長（黒木　中君）　ありがとうございます。8番石川委員お願いいたします。 

○委　員（石川寿明君）　はい。石川です。賛成ですので、このまま進めてください。 

○会　長（黒木　中君）　ありがとうございます。9番清田委員お願いします。 

○委　員（清田敏雄君）　9番の清田です。これは先ほどから我々が議論したものに何
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で仮換地指定を出しているのか私よくわからないのですけれども、とにかく先ほど

話しましたように、この事業に反対です。ですからこの諮問も反対します。 

○会　長（黒木　中君）　ありがとうございます。10番神屋敷委員お願いします。 

○委　員（神屋敷和子君）　10番神屋敷です。先ほど言った質問と意見はこの仮換地

指定も同じなので、同様です。 

○会　長（黒木　中君）　ありがとうございます。2番柳委員お願いします。 

○委　員（柳　修君）　先ほどご審議していただきました内容ですので、これを進め

ていただければと思います。以上です。 

○会　長（黒木　中君）　ありがとうございます。ただいま、各委員へそれぞれ御意

見をいただきましたので、ここで審議会の意見として、取りまとめたいと思います。 

それでは、諮問第28号福生都市計画事業羽村駅西口土地区画整理事業施行地区内

の宅地に係る仮換地の指定について、採決をとりたいと思います。本日提案があり

ました仮換地の指定について、賛成の方、挙手をお願いいたします。 

［挙手（柳委員、武政委員、秋山委員、中村委員、小宮委員、石川委員）］ 

　　はい、6人です。ありがとうございます。反対の方、挙手をお願いいたします。 

［挙手（野﨑委員、清田委員、神屋敷委員）］ 

　　ありがとうございます。ただいま採決の結果、賛成の方が6人、反対の方が3人で

賛成多数ということで本案については、原案に承認することに決定いたします。な

お、本件の答申書につきましては、審議会の意見としまして、異議なしという形で

作成し、審議会を代表して会長から市長に提出いたしますので、御承知おきくださ

い。 

　　本日の議題については、これで終了とさせていただきます。 

　　次に、次第の2報告に移ります。福生都市計画事業羽村駅西口土地区画整理事業施

行地区内の宅地に係る換地設計の軽微な変更について、施行者より説明をお願いい

たします。 

○区画整理課主幹（大南重行君）　会長、区画整理課主幹です。 

○会　長（黒木　中君）　区画整理課主幹。 

○区画整理課主幹（大南重行君）　はい。それでは、報告事項の福生都市計画事業羽

村駅西口土地区画整理事業施行地区内の宅地に係る換地設計の軽微な変更について

御説明させていただきます。 

　　それでは、資料3「換地設計の軽微な変更調書（報告）」の2ページ、換地設計の

軽微な変更箇所図をご覧願ください。 

今回の軽微な変更については、1番から3番までの3件となっておりまして、相続や

売買などに起因した従前地の分合筆による換地の分割、入替えとなっております。

他の権利者への影響が生じない、個々の権利者の土地利用に伴います、換地変更願

に基づく軽微な変更となります。 
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恐れ入りますが、1ページにお戻りください。「換地設計の軽微な変更調書（報

告）」をご覧願います。 

調書の見方でございますが、表の左側が変更前の情報となっており、右側が、変

更後の情報となっております。一番右側の摘要欄に記載されております、軽微な変

更内容の括弧書きの番号については、お手元の参考資料に記載しております、括弧

書きの番号となりますので、あわせて御確認いただければと思います。 

　　また、変更前、変更後、それぞれの換地地積には変更ありませんが、それぞれの

換地地積の合計地積と減歩率については、計算上の端数処理により、合致しない場

合がございます。このため、約という表現をさせていただいておりますので、御承

知おきいただければと存じます。 

　　今回の変更内容でごさいますが、売買に伴う従前地の分筆及び換地分割が3件の計

3件となります。なお、軽微な変更の報告事項となりますので、詳細な説明は割愛さ

せていただきますが、いずれも個々の権利者の土地利用に伴います、換地変更に基

づく軽微な変更となっております。仮換地指定の時期については、事業の進捗状況

を捉えたうえで、別途、諮問してまいります。 

以上、簡単ではございますが、福生都市計画事業羽村駅西口土地区画整理事業施

行地区内の宅地に係る換地設計の軽微な変更についての御報告とさせていただきま

す。以上です。 

○会　長（黒木　中君）　ありがとうございました。ただいまの換地設計の軽微な変

更の取り扱いにつきましては、報告事項でありますので、施行者からの御報告に留

めさせていただきます。 

　　本日の議題、報告事項については、これで終了させていただきます。 

　　次に、次第3その他に移ります。何かございますか。 

　　特にないようですので、これにて、第4期第8回福生都市計画事業羽村駅西口土地

区画整理審議会を閉会といたします。大変お疲れ様でした。ありがとうございまし

た。 

午後3時30分　閉会




